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聖籠町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和２年６月１２日 

聖籠町長  西 脇 道 夫  

聖籠町条例第２８号 

聖籠町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

聖籠町後期高齢者医療に関する条例（平成２０年聖籠町条例第５号）の一部

を次のように改正する。 

第２条中第１０号を第１１号とし、第２号から第９号までを１号ずつ繰り下

げ、第１号の次に次の１号を加える。 

（２） 広域連合条例第２条の２の規定による傷病手当金の支給に係る申請

書の提出の受付 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


